
（５）審査期間の目標の達成状況等

第１表　終結事件（平成17年３月17日以降申立分）の審査状況

調 審 和
査 問 解

17.10.6 17.11.7 33

18.7.27 19.3.23 240 3 3

19.5.29 20.2.25 273 3 3

21.1.9 21.4.22 104 2

20.1.10 21.8.24 593 6 4 2

22.8.31 23.1.5 128 2

22.8.31 23.7.21 325 5

23.1.7 23.8.24 230 3 2

24.7.12 25.12.3 510 5 3 3

27.12.11 28.8.8 242 3 3

28.1.7 29.2.10 401 4 1

27.2.16 29.3.30 774 5 3 1

28.10.25 30.1.25 458 7

29.7.6 30.3.23 261 3

30.11.28 1.11.25 363 6 1

2.7.17 3.4.12 270 3 1

5.3.6 6.7.12 495 5 1

6.3.19 7.12.23 645 7

6.7.10 7.4.11 276 2 1

6.7.10 8.2.2 573 8 1 3

7.4.1 7.12.23 267 2

7.4.10 8.2.2 299 4 1 3

－ － 7,760 88 23 17

平均所要日数　 全体 （22件）： 353日

 命令・決定事件 (12件）： 375日

取下・和解事件 （10件）： 326日

第２表　終結事件の平均所要日数（昭和24年～令和７年）

（注）令和８年３月31日までに終結した事件を集計（昭和45年(不)第９～11号併合事件、昭和46
　　年(不)第１号事件及び昭和51年(不)第１～10号併合事件を除く。）

審査回数

17年（不）１号 無関与和解

18年（不）１号 命令（棄却）

19年（不）１号 命令（一部救済）

21年（不）１号 取下

20年（不）１号 命令（一部救済）

22年（不）２号 取下

22年（不）１号 取下

23年（不）１号 命令（棄却）

24年（不）１号 関与和解

27年（不）２号 関与和解

28年（不）１号 命令（一部救済）

27年（不）１号 関与和解

28年（不）２号 命令（一部救済）

29年（不）１号 命令（棄却）

30年（不）１号 命令（一部救済）

２年（不）１号 命令（一部救済）

５年（不）１号 命令（一部救済）

６年（不）１号 命令（棄却）

６年（不）２号 関与和解

６年（不）３号 関与和解

７年（不）２号 命令（棄却）

７年（不）３号 関与和解

計（22件）

のべ所要日数 終結件数 平均所要日数

命令・決定事件 18,728 43 436

取下・和解事件 92,142 162 569

計 110,870 205 541

高知県労働委員会では、不当労働行為救済申立てから事件終結までの期間の目標
を１年以内としている（平成17年３月17日第485回公益委員会議決定）。

平成17年３月17日以降に申立てがあった事件で終結したものは22件あり、そのう
ち１年以内に終結した事件は14件であった。また、この22件の平均所要日数は353
日であった。

事件番号 申立年月日 終結年月日 所要日数 終結事由
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第３表　審査期間別終結件数（命令・決定事件）

S24～33 2 1 1 1 5

S34～43 1 3 2 1 7

S44～53 1 3 1 1 6

S54～63 2 2

H元～10 2 2 2 4 10

H11～20 2 1 3

H21～30 2 2 1 5

R元～7 3 1 1 10 15

計 3 5 12 9 8 5 11 53

第４表　審査期間別終結件数（取下・和解事件）

S24～33 17 6 4 1 1 1 30

S34～43 8 23 7 13 6 2 59

S44～53 2 4 2 2 2 1 4 1 18

S54～63 1 3 5 1 2 2 1 12 27

H元～10 1 1 5 2 1 3 13

H11～20 1 1 1 3

H21～30 2 2 1 1 3 9

R元～7 2 1 4 7

28 37 22 23 17 9 7 23 166

      審査
      期間 
終結
年度

～30日 31～90日
91～
180日

181～
365日

１年超～
１年半

１年半超
～２年

２年超
～３年

３年超 計

      審査
      期間 
終結
年度

～30日 31～90日
91～
180日

181～
365日

１年超～
１年半

１年半超
～２年

２年超
～３年

３年超 計
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